
29・2・15 4
受
付
期
間　

２
月　

日
（
水
）

１５

～
３
月
６
日
（
月
）
午
前
８
時

　

分
～
午
後
５
時
（
土
曜
・
日

３０曜
日
を
除
く
）

受
入
予
定
人
数　

市
報
３
月
１

日
号
で
お
知
ら
せ
す
る
ほ
か
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
随
時
更
新

し
ま
す
。

　

利
用
希
望
者
が
保
育
施
設

（
事
業
者
）
の
受
入
予
定
人
数

を
超
え
た
と
き
は
、
一
定
の
基

準
に
従
い
、
保
育
を
必
要
と
す

る
要
件
の
高
い
児
童
か
ら
順
次

利
用
開
始
と
な
り
ま
す
。

　

０
歳
児
は
、
生
後　

日
目
以

５７

降
か
ら
利
用
対
象
と
な
り
ま

す
。

申
請
基
準　

保
育
施
設
（
事
業

者
）
へ
利
用
申
請
で
き
る
児
童

は
、
そ
の
保
護
者
の
い
ず
れ
も

が
、
一
定
の
要
件
に
よ
り
保
育

に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
い
必

要
が
あ
り
ま
す
。

※　

育
児
休
業
取
得
中
で
、
入

園
が
内
定
し
た
方
は
、
４
月

中
に
育
児
休
業
を
終
了
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
育
児
休
業
取
得
対
象
児

以
外
の
お
子
さ
ん
も
同
様
で

す
。

利
用
料　

保
護
者
の
住
民
税
所

得
割
額
（
市
町
村
民
税
の
み
）

に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

申
請
書
等
配
布　

保
育
課
、
各

施
設
（
事
業
者
）
で
配
布
し
て

い
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

必
要
書
類
等　

▽
支
給
認
定
申

請
書
兼
保
育
施
設
等
利
用
申
請

書　

▽
勤
務
証
明
書
等
現
況
を

証
明
す
る
書
類　

▽
平
成　

年
２８

度
住
民
税
（
非
）
課
税
証
明
書

（
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、

２８

小
金
井
市
に
住
民
票
が
な
い
場

合
）

※　

世
帯
の
状
況
に
よ
り
提
出

す
る
書
類
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法　

必
要
書
類
を
持
参

の
う
え
、
直
接
、
保
育
課
（
市

役
所
第
二
庁
舎
３
階
）
へ
。

（
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
等
不
可
）

　

平
成　

年
度
認
可
保
育
所
の

２８

入
所
申
込
書
は
、
平
成　

年
３

２９

月　

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま

３１
す
の
で
、
平
成　

年
４
月
以
降

２９

も
引
き
続
き
入
所
を
希
望
す
る

場
合
は
、
受
付
期
間
内
に
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※　

市
外
の
保
育
施
設
（
事
業

者
）
の
利
用
を
希
望
す
る
場

合
は
、
締
切
日
・
必
要
書
類

等
が
各
市
区
町
村
・
施
設
で

異
な
り
ま
す
の
で
、
確
認
の

う
え
、
早
め
に
保
育
課
へ
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 
施
設
名　
（
仮
称
）み
ら
い
え
保

育
園
武
蔵
小
金
井
南
（
本
町
１

儿
８
儿
１
）

開
設
予
定
日　

４
月
１
日

対　

象　

０
～
２
歳

定　

員　
　

人
１７

※　

同
施
設
は
平
成　

年
度
保

２９

育
施
設
（
事
業
者
）
利
用
申

請
二
次
募
集
か
ら
受
け
付
け

ま
す
。

 

新
規
開
設
施
設
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問
合
先　

保
育
課
保
育
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
４
６
）

０４２

３８７

 
第
１
回
定
例
会

（
１
月　

日
開
催
）

１０

【
議　

題
】

▽　

小
金
井
市
教
育
委
員
会
職

員
タ
イ
ム
レ
コ
ー
ダ
ー
使
用

規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
の
代
理
処
理
に
つ
い
て
＝

原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

▽　

小
金
井
市
教
育
委
員
会
の

教
育
目
標
、
基
本
方
針
及
び

平
成　

年
度
教
育
施
策
に
つ

２９

い
て
＝
原
案
を
修
正
す
る
こ

と
と
し
た
。

▽　

小
金
井
市
文
化
財
保
護
審

議
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

＝
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ

た
。

【
報
告
事
項
】

　

▽
平
成　

年
第
４
回
小
金
井

２８

市
議
会
定
例
会
に
つ
い
て　

▽

小
金
井
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画

（
案
）
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
募
集
に
つ
い
て

　

会
議
録
（
平
成　

年
第　

回

２８

１２

ま
で
）
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ

ー（
市
役
所
第
二
庁
舎
６
階
）
、

図
書
館
本
館
に
備
え
て
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
次
回
教
育
委
員
会
の
日
程

と
き
・
と
こ
ろ　

３
月　

日
２８

（
火
）
午
後
１
時　

分
、
市
役

３０

所
第
二
庁
舎
８
階　

会
議
室

８０１

　

傍
聴
を
希
望
す
る
方
は
、
会

議
室
で
傍
聴
券
を
お
受
け
取
り

く
だ
さ
い
。

　

請
願
は
、
い
つ
で
も
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

問
合
先　

庶
務
課
（
市
役
所
第

二
庁
舎
７
階
☎　

儿　

儿
９
８

０４２

３８７

７
２
）

　

修
学
費
の
軽
減
の
た
め
の
奨

学
資
金
制
度
を
ご
紹
介
し
ま

す
。
左
表
の
金
額
は
、
平
成　
２８

年
度
の
も
の
で
す
。

〈
小
金
井
市
奨
学
資
金
制
度
〉

　

平
成　

年
度
の
奨
学
生
募
集

２９

は
、
市
報
４
月
１
日
号
に
掲
載

し
ま
す
。

　

奨
学
生
と
な
っ
た
方
は
、
市

で
定
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い

る
限
り
、
原
則
と
し
て
４
月
か

ら
１
年
間
奨
学
金
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

基
準
日
（
毎
年
４
月
１
日
）

の
６
か
月
前
か
ら
引
き
続
き
市

内
に
住
所
を
有
す
る
方
の
お
子

さ
ん
で
高
等
学
校
、
大
学
、
高

等
専
門
学
校
に
在
学
し
、
成
績

優
秀
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
経
済
的
事
情
に
よ
り
修
学

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

方
（
市
内
に
居
住
し
て
い
る
こ

と
）
が
対
象
で
す
。

　

た
だ
し
、
学
校
の
種
類
や
お

子
さ
ん
が
ほ
か
に
受
け
て
い
る

奨
学
資
金
の
種
類
に
よ
っ
て

は
、
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
そ
の
他
の
奨
学
資
金
制
度
〉

　

市
奨
学
資
金
制
度
以
外
に

も
、
さ
ま
ざ
ま
な
奨
学
資
金
制

度
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
部
を

左
表
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

問
合
先　

庶
務
課
庶
務
係
（
☎

　

儿　

儿
９
８
７
２
）

０４２

３８７

問合先金額（月額）公・私
の別名称（制度） 大学高校

市庶務課庶務係１２,２００円
（※２）

５,３００円
（※１）

公立・
私立

小金井市奨学資
金（給付）

在学する学校にお問い合せ
いただくか、独立行政法人
日本学生支援機構のホーム
ページ（http://www.jasso.go. 
jp/）をご覧ください。

４５,０００円

害

公立

日本学生支援機
構奨学金（貸付）

５４,０００円
（４年制）
５３,０００円
（短大）

私立

公益財団法人東京都私学財
団
（☎０３－５２０６－７９２９）

害
１８,０００円公立東京都育英資金

（貸付） ３５,０００円私立

公益財団法人東京都私学財
団
（☎０３－５２０６－７９２５）

害

害公立
東京都私立高等
学校等授業料軽
減助成（授業料
軽減）

年額０円～１４３,０００円
※　助成金額は、保護
者の所得、住民税の
額等により異なりま
す。

私立

※１　高等専門学校生（第１～３学年生）を含む。
※２　高等専門学校生（第４・５学年生）を含む。

ご
紹
介

し
ま
す

各
種
奨
学
資
金
制
度

　

原
動
機
付
自
転
車
を
含
む
軽
自

動
車
税
は
、
４
月
１
日
現
在
の
所

有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

廃
棄
処
分
や
他
人
に
譲
る
な
ど

し
、
廃
車
や
名
義
変
更
の
届
け
出

を
し
て
い
な
い
方
は
、
お
早
め
に

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手
続

き
を
し
な
い
と
、
引
き
続
き
所
有

者
と
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

▽
原
動
機
付
自
転
車

（　

㏄
以
下
）
＝
市
民
税
課
諸
税

１２５
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
２
０
）
▽

０４２

３８７

軽
二
輪
等
＝
東
京
運
輸
支
局
多
摩

自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
（
☎　
０５０

儿
５
５
４
０
儿
２
０
３
３
）
▽
軽

四
輪
等
＝
軽
自
動
車
検
査
協
会
多

摩
支
所
（
☎　

儿
３
８
１
６
儿
３

０５０

１
０
４
）

 
〈
東
京
都
ク
イ
ッ
ク
融
資
を 

利
用
し
て
い
る
商
工 

業
者
の
皆
さ
ん
へ
〉

　

地
元
商
工
業
の
活
性
化
支
援
の

た
め
に
、
商
工
業
者
（
法
人
・
個

人
）
が
東
京
都
制
度
融
資
の
ク
イ

ッ
ク
融
資
（
略
称
「
つ
な
ぎ
」
）

を
利
用
し
て
市
と
契
約
し
た
金
融

機
関
か
ら
借
り
受
け
た
事
業
資
金

の
融
資
に
つ
い
て
、
平
成　

年　
２８

１０

月
～　

年
３
月
の
支
払
利
子
の
一

２９

部
を
補
助
し
ま
す
。

〈
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
を
対
象
に
し

た
利
子
補
給
制
度
〉

　

市
内
に
主
た
る
事
務
所
を
置
く

特
定
非
営
利
活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
）
が
市
と
契
約
し
た
金
融
機

関
か
ら
借
り
受
け
た
特
定
非
営
利

活
動
に
係
る
事
業
資
金
の
融
資
に

つ
い
て
、
平
成　

年　

月
～　

年

２８

１０

２９

３
月
の
支
払
利
子
の
一
部
を
補
助

各
種
利
子
補
給
制
度

し
ま
す
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

　

制
度
内
容
、
申
込
資
格
、
必
要

書
類
等
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

必
要
書
類
の
準
備
に
時
間
を
要

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
お

問
い
合
わ
せ
は
お
早
め
に
お
願
い

し
ま
す
。

申
請
受
付
期
間　

２
月　

日（
水
）

１５

～
３
月
７
日
（
火
）

問
合
先　

経
済
課
産
業
振
興
係

（
☎　

儿　

儿
９
８
３
１
）

０４２

３８７

 　

市
内
で
社
会
教
育
活
動
を
し
て

い
る
団
体
や
サ
ー
ク
ル
を
、
市
社

会
教
育
関
係
団
体
と
し
て
登
録
す

る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
社
会
教
育
関
係

の
団
体
、
サ
ー
ク
ル
な
ど
を
把
握

し
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
の
情
報
提

供
な
ど
を
行
う
た
め
、
実
施
し
て

い
る
も
の
で
す
。

　

新
た
に
登
録
を
希
望
す
る
団
体

は
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
回
の
申
請
で
は
平
成　
３０

年
3
月　

日
ま
で
の
登
録
と
な
り

３１

ま
す
。

　

一
定
の
期
間
団
体
登
録
を
す
る

と
、
申
請
に
基
づ
き
、
団
体
が
行

う
事
業
の
経
費
の
一
部
が
、
補
助

金
と
し
て
交
付
さ
れ
る
場
合
も
あ

り
ま
す
。

対　

象　

青
少
年
教
育
、
成
人
教

育
、
視
聴
覚
教
育
、
芸
術
、
文
化
、

ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

な
ど
、
社
会
教
育
に
関
す
る
事
業

を
行
う
こ
と
を
主
な
目
的
と
す
る

　

人
以
上
の
団
体

１０※　

政
治
・
宗
教
活
動
お
よ
び
営

利
事
業
を
行
う
団
体
は
除
く
な

ど
、
一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、
登
録
要
綱
を
確
認
の
う

え
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

登
録
要
綱
・
申
請
書
の
配
布　

２

月　

日
か
ら
、
生
涯
学
習
課
、
公

１５ 平
成　

年
度
社
会
教
育
関

２９

係
団
体
登
録
の
手
続
き
を

民
館
各
館
、
図
書
館
本
館
・
各
分

室
、
総
合
体
育
館
で
。

申
請
期
間　

３
月
１
日
～　

日
３１

（
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
を
除
く
）

申
請
・
問
合
先　

生
涯
学
習
課
生

涯
学
習
係
（
市
役
所
第
二
庁
舎
７

階
☎　

儿　

儿
９
８
７
９
）

０４２

３８７

 　

お
子
さ
ん
を
私
立
幼
稚
園
等
に

通
園
さ
せ
て
い
る
保
護
者
の
方

に
、
平
成　

年
度
の
保
護
者
補
助

２８

金
等
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

ま
だ
申
請
を
し
て
い
な
い
方

は
、
至
急
、
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
の
申
請

２９

は
、
７
月
ご
ろ
に
、
各
園
を
通
じ

て
行
い
ま
す
。

必
要
書
類
等　

預
金
通
帳
（
口
座

番
号
の
分
か
る
も
の
）
、
印
鑑
、

平
成　

年
１
月
２
日
以
降
に
転
入

２８
私
立
幼
稚
園
等
園
児

保
護
者
補
助
金
等
を

交
付

し
た
方
は
、
住
民
税
（
非
）
課
税

証
明
書
等

交
付
時
期　

４
月
上
旬
ま
で
に
、

保
護
者
の
指
定
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。

申
請
方
法　

３
月　

日
ま
で
に
、

１０

直
接
、
保
育
課
保
育
係
（
市
役
所

第
二
庁
舎
３
階
）
へ
。

問
合
先　

保
育
課
保
育
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
４
６
）

３８７

 　

４
月
１
日
よ
り
新
た
に
、
家
庭

福
祉
員
を
認
定
し
ま
す
。
利
用
を

ご
希
望
の
方
は
、
直
接
、
家
庭
福

祉
員
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽　

平
島
る
み
子
（
本
町
２
儿　
１３

儿
３
☎　

儿　

儿
６
６
３
５
）

０４２

３８５

申
込
受
付
開
始
日　

３
月
１
日

（
水
）

受
付
時
間　

午
前　

時
～
午
後
４

１０

時問
合
先　

保
育
課
保
育
係
（
☎　
０４２

儿　

儿
９
８
４
６
）

３８７ 家
庭
福
祉
員
を
認
定

軽
自
動
車
等
の

廃
車
・
名
義
変

更
は
３
月
中
に

平
成　

年
度
保
育
施
設
等
の

２９

利
用
申
請
二
次
募
集
受
付


